
 

 

平成 27 年６月 22 日 

各     位 

名古屋市昭和区鶴舞二丁目 17 番 17 号 

ジャパンベストレスキューシステム株式会社 

代 表 者 名  代 表 取 締 役  榊 原  暢 宏 

(コード番号：2453 東証・名証 第一部) 

問合せ先 

取締役管理部長兼業務部長 宮本 稔久 

電話番号：052-883-0850 

 

「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

 

当社は、平成 27 年６月 22 日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方

針について、平成 27 年７月１日をもって一部改定することを決議いたしましたので、お知

らせいたします。 

これは、「会社法の一部を改正する法律」（平成 26年法律第 90 号）及び「会社法施行規則

等の一部を改正する省令」（平成 27年法務省令第６号）が平成 27年５月１日に施行された

ことを踏まえ、一部改定するものであります。主な改定箇所につきましては、下記のとおり

下線を引いております。 

 

記 

 

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための 

体制その他当社の業務並びに当社及び当社子会社から成る企業集団の業務の適正を確保す

るための体制 

 

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

ａ．取締役会は、取締役会規程及び取締役会付議基準に従い、会社の業務執行の意思決定を

行い、業務執行取締役及び執行役員から会社の業務執行状況の報告を受け、取締役の職

務執行を監視・監督します。 

ｂ．当社の業務執行体制として、稟議規程、組織規程、職務権限規程及び業務分掌規程によ

り、各主管部の職務権限を明確にし、指揮命令系統を明らかにするとともに、各主管部

間の相互牽制を機能させます。 

ｃ．取締役会は、コンプライアンス全体の総責任者に代表取締役を任命し、代表取締役はそ



の強いリーダーシップの下、企業行動基準、コンプライアンス・ガイドライン、コンプ

ライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムに基づき、役職員に対し定

期的かつ継続的にコンプライアンス教育・研修を行い、当社経営理念の精神及びその意

味するところの意識付けを使用人に徹底することにより、コンプライアンスが当社企

業活動の礎であることについて、使用人の理解を促進します。また、役職員がコンプラ

イアンスに違反する行為を行ったと認められる場合には、就業規則等に基づき、当該役

職員に対し、適正な処分を行う等、コンプライアンス体制の構築、整備、及び管理にあ

たります。 

ｄ．取締役会は、これらのコンプライアンスの状況を把握し、改善を図るため、業務執行部

門から独立した内部監査室を、取締役会の直轄機関として設け、内部監査室に内部監査

規程及び内部監査計画に基づき、定期的に内部監査を実施させ、その結果を被監査部門

にフィードバックさせるとともに、それを踏まえ、これらの体制を検証します。 

ｅ．監査役は、法令が定める権限を適正に行使するとともに、内部監査室及び会計監査人と

連携を行い、監査役会規程、監査役規程、監査役監査基準及び監査計画に基づき、取締

役及び執行役員の業務執行に関わる監査を行います。 

ｆ．取締役会は、コンプライアンス体制の充実及び強化を推進するため、使用人からコンプ

ライアンス上疑義のある行為について通報相談を受け付ける通報窓口を外部弁護士に

設け、コンプライアンス違反を未然に防止し、早期発見できるよう、内部通報制度を運

営します。かかる制度では、匿名での通報を認めるとともに、通報者に対して不利益な

取扱いをしないことを保証します。 

 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

ａ．取締役会は、株主総会、取締役会等の重要な会議の意思決定に係る記録や、取締役及び

使用人が稟議規程等に基づき決裁を行った重要な文書について、適切に保存するため、

文書管理規程を整備します。また、必要に応じて取締役、監査役及び会計監査人等が閲

覧及び謄写可能な状態で管理を行います。 

ｂ．取締役会は、これらの管理の総責任者に代表取締役を任命します。 

ｃ．監査役は、取締役及び使用人の職務執行に係る情報の作成、保存及び管理の状況につい

て、監査を行います。 

ｄ．取締役会は、当社が持つ情報資産の安全性を確保し、当社の経営活動に有効かつ効率的

な活用に資するため、情報セキュリティ管理基本規程を定めるとともに、取締役会は、

情報セキュリティ管理の最高責任者に代表取締役を任命し、情報資産の適正な管理を

行います。 

ｅ．取締役会は、これらの情報の保存及び管理に関する状況を把握し、改善を図るため、内

部監査室に内部監査を実施させ、その報告を踏まえ、これらの体制を検証します。 

 



③ 損失の危険の管理に関する規定程その他の体制 

ａ．当社のリスク管理体制の礎として、リスク管理規程を定め、同規程に基づきリスク管理

委員会を設置するとともに、取締役会は、当社のリスク管理の総責任者に代表取締役を

任命し、全社に関わる横断的リスクの総括的な管理を行います。 

ｂ．各主管部におけるリスク管理責任者は、それぞれが各主管部に整備するリスク管理体制

の下、担当業務の内容を整理し、内在するリスクを把握、分析及び評価したうえで適切

な対策を実施するとともに、かかるリスク管理状況を監督し、定期的に見直します。 

ｃ．重大性、緊急性若しくは不測の事態が発生、又はそのおそれがある場合には、リスク管

理委員会は取締役会に対しただちに報告するとともに、取締役会は遅滞なく対策本部

を設置し、損害の拡大又は発生を防止する措置を講じます。 

ｄ．当社、子会社及び関連会社で構成される当社グループ各社（以下「グループ各社」とい

います。）はそれぞれに関わるリスクを発見した場合には、遅滞なく当社リスク管理委

員会に報告します。 

ｅ．取締役会は、これらの損失の危険の管理に関する状況を把握し、改善を図るため、内部

監査室に内部監査を実施させ、その報告を踏まえ、これらの体制を検証します。 

 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

ａ．執行役員制度を導入し、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化を図り、その業務

執行責任を明確化します。 

ｂ．取締役の職務執行を効率的に行うため、取締役会を毎月１回定時に開催するほか、適宜

臨時に開催します。 

ｃ．取締役及び使用人の職務執行については、稟議規程、取締役会付議基準、組織規程、職

務権限規程及び業務分掌規程を定め、その責任の所在及び執行手続を明確にし、取締役

及び使用人は重要性に応じた意思決定を行います。 

ｄ．取締役会は、当社経営理念に基づき、将来の事業環境を見据えながら、中期経営計画及

び年度経営計画を策定し、代表取締役及び執行役員は、その達成に向けて職務を遂行し、

取締役会において、その実績を報告します。 

ｅ．取締役会は、取締役の職務の効率性に関する総責任者に代表取締役を任命し、年度経営

計画に基づいた各主管部の目標に対し、職務執行が効率的に行われるように監督を行

います。 

ｆ．取締役会は、これらの業務運営状況を把握し、改善を図るため、内部監査室に内部監査

を実施させ、その報告を踏まえ、これらの体制を検証します。 

 

⑤ 次に掲げる体制その他の当社及びそのグループ各社から成る企業集団における業務の

適正を確保するための体制 

ａ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 



イ．取締役会は、関係会社管理の総責任者に代表取締役を任命します。 

ロ．当社から主要なグループ各社に取締役を派遣します。 

ハ．子会社に役職員を派遣する場合には、派遣先の子会社における職責を明確にするとと

もに、子会社内及び当社と子会社との間において必要な報告・決裁が確実になされる

ような体制を構築します。 

ニ．子会社において、当社取締役会の承認を要する事項については、当社から派遣してい

る取締役から、随時、当社の管理部関係会社管理グループを通じて報告を受けます。 

ｂ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

イ．子会社のリスク管理体制の礎として、子会社の取締役会をして、子会社のリスク管理

の責任者に子会社の取締役を任命させ、子会社の業務全般に関わる横断的リスクの

総括的な管理を行わせます。 

ロ．子会社におけるリスク管理の責任者たる取締役には、各主管部の長たる責任者の協力

のもと担当業務の内容を整理し、内在するリスクを把握、分析及び評価したうえで、

適切な対策を実施させるとともに、かかるリスク管理状況を監督させ、定期的に見直

させます。 

ハ．重大性、緊急性若しくは不測の事態が発生、又はそのおそれがある場合には、子会社

のリスク管理の責任者たる取締役に、子会社の代表取締役をして、遅滞なく取締役会

を招集及び開催させ、損害の拡大又は発生を防止する体制を整えるとともに、遅滞な

く当社に報告させます。 

ニ．前ハにかかわらず、子会社の取締役は、業務執行に関わるリスクを発見した場合には、

遅滞なく子会社の取締役会に報告を行い、派遣取締役を通じて当社に報告するもの

とします。 

ｃ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

イ．子会社の取締役の職務執行を効率的に行うため、子会社の取締役会を毎月１回定時に

開催させるほか、適宜臨時に開催させます。 

ロ．子会社の取締役の職務執行については、子会社において、稟議規程、取締役会付議基

準、組織規程、職務権限規程及び業務分掌規程を定めさせ、その責任の所在及び執行

手続を明確にさせます。 

ハ．子会社の取締役会には、当社グループ経営理念に基づき、将来の事業環境を見据えな

がら、子会社の中期経営計画及び年度経営計画を策定させ、子会社の業務執行取締役

には、その達成に向けて職務を遂行し、子会社の取締役会にてその実績を報告させる

とともに、年１回、子会社の代表取締役をして、当社の取締役会にてその実績を報告

させます。 

ニ．子会社の取締役会には、取締役の職務の効率性に関する総責任者に子会社の業務執行

取締役を任命させ、子会社の年度経営計画に基づいた各主管部の目標に対し、職務執

行が効率的に行われるように監督を行わせます。 



ｄ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制 

イ．子会社の代表取締役が当社グループ経営理念の精神及びその意味するところの意識

付けを子会社の使用人に徹底することにより、コンプライアンスが当社及び子会社

の企業活動の礎であることについて、子会社の使用人の理解を促進します。 

ロ．子会社の業務執行体制として、子会社の稟議規程、組織規程、職務権限規程及び業務

分掌規程により各部門の職務権限を明確にさせ、指揮命令系統を明らかにするとと

もに、主管部間の相互牽制を機能させます。 

ハ．子会社のコンプライアンス体制の充実、強化を推進するため、子会社には、当社の内

部通報制度運用規程を準用させます。かかる規程に基づき、子会社においても、匿名

での通報を認めるとともに、通報者に対して不利益な取扱いをしないことを保証し

ます。 

ニ．子会社には、子会社の業務分掌規程に基づき、適正な業務執行を徹底させるとともに、

問題が発生した場合には、子会社の就業規則に基づき、適正な処分を行わせます。 

ホ．当社内部監査室が内部監査規程及び内部監査計画に基づき、定期的に子会社の業務執

行状況の監査を行い、その結果を被監査部門にフィードバックするとともに、当社の

取締役会に報告します。 

ｅ．その他の当社及びグループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するため

の体制 

イ．当社の関係会社管理規程において、子会社における重要事項を当社の取締役会の付議

事項とする旨定め、該当事項については子会社をして当社の取締役会に報告させま

す。 

ロ．業務分掌規程及び関係会社管理規程に基づき、グループ各社の経営管理及び内部統制

の推進を行うため、当社の管理部内に関係会社管理グループを設置し関係会社管理

グループにおいて、グループ各社への経営指導及び業務支援を行います。 

ハ．グループ各社は、当社との連携及び情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質、

機関の設計、自社の企業風土その他会社の個性等を踏まえ、自立的に内部統制システ

ムを整備することを基本とします。 

ニ．主要なグループ各社については、当社監査役若しくは当社監査役会の直下組織である

監査役会室より派遣された者を監査役に就任させ、又は当該各社の取締役及び監査

役と連携し、当該各社の業務の適正を確保する体制を整備します。 

ホ．主要なグループ各社に対して、当社内部監査室が定期的に内部監査を実施します。 

へ．当社代表取締役は、グループ管理体制の強化及びグループ各社における問題把握と調

整を行います。 

ト．当社代表取締役は、グループ各社の代表取締役及び当社の役員で構成される JBRグル

ープ会議を定期的に開催し、適正なグループ経営を促進するとともに、コンプライア



ンス重視の経営を指導します。 

 

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に

関する事項 

監査役の職務を補助すべき使用人を必要に応じて置きます。その際の人員数、資格等は

常勤監査役の判断にて決定します。 

 

⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指

示の実効性の確保に関する事項 

ａ．監査役の職務を補助する使用人に対する指揮命令権限は、監査役の監査業務を補助する

範囲内において、常勤監査役に帰属し、取締役及び使用人は指揮命令権限を有しません。 

ｂ．監査役の職務を補助する使用人の任命、解任、人事考課、異動及び賃金の改定等につい

ては、常勤監査役の同意を得たうえで決定します。 

ｃ．監査役の職務を補助する使用人は、監査役会に出席し、監査役より指示された業務の実

施内容及び結果につき、報告を行います。 

 

⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する

体制 

ａ．当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制 

イ．取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、遅滞なく業務執行状況の報告をします。 

ロ．取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある重要な事実を発見した

場合、遅滞なく監査役に報告をします。 

ハ．監査役は、取締役会等の重要会議に出席し、取締役及び使用人から、重要事項の報告

を受けるものとします。そのため、取締役及び使用人は、あらかじめ重要会議の日程

を監査役に遅滞なく連絡し、出席の要請を行います。 

ｂ．子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受

けた者が当社の監査役に報告するための体制 

イ．当社監査役は、当社の監査役監査基準に基づき、子会社に対して事業の報告を求めま

す。 

ロ．子会社における他の会社の規程類を準用する規程に基づき、子会社では、当社の内部

通報制度運用規程を準用し、当社の内部通報制度を採用しております。子会社におい

て、当該制度を利用して通報があった場合、かかる通報の概要について、子会社から

当社の内部監査室長を通じて、当社の監査役に対して報告されます。 

 

 

 



⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと

を確保するための体制 

ａ．当社は、内部通報制度運用規程において、前号の報告をした者が内部通報制度を利用し

たり、内部通報制度運用規程に基づく調査において真実を述べたことを理由として、前

号の者に対しいかなる不利益な取扱いも行ってはならないことを定めます。 

ｂ．当社は、前号の報告をした者が内部通報制度を利用したり、内部通報制度運用規程に基

づく調査において真実を述べたことを理由として、前号の者の職場環境が悪化するこ

とのないように、適切な措置をとります。 

ｃ．前号の報告をした者に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った取締役及び使用人

がいた場合には、前号の報告をした者は、内部通報の窓口である外部の弁護士を介して、

当社の常勤監査役に対し、当該取締役及び使用人に対し適切かつ必要な措置を講じる

よう請求することができ、これを受けた当該常勤監査役は、当該取締役及び使用人に対

し適切かつ必要な措置を講ずるものとします。 

 

⑩ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執

行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査役規程その他の社内規程において、監査役は職務の執行について生ずる費用を会

社に対し請求することができることと定めます。また、当社は、監査役からの請求によ

り、監査役に対しかかる費用を前払いすることと定めます。 

 

⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

ａ．監査役は代表取締役と適時会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行いま

す。 

ｂ．監査役は内部監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部門に報告を

求めます。 

ｃ．監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要

に応じて会計監査人に報告を求めます。 

ｄ．監査役会は毎月１回以上開催します。 

ｅ．監査役は、監査の実施にあたり、必要と認める場合には、弁護士、公認会計士、弁理士

その他の外部専門家を独自の判断で起用できます。 

 

以  上 


